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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　環状弾性体と、この環状弾性体の中央に配置され、かつ環状弾性体よりも柔らかい中心
弾性体と、を有し、環状弾性体および中心弾性体が同一面である面状の押圧面が形成され
る指圧用弾性体と、
　この指圧用弾性体が取り付けられる弾性体取付部と、
　レバー支軸を中心として略Ｘ字状で交差するように枢支された一対のレバー部材と、
　を備え、
　一対の弾性体取付部がそれぞれ一対のレバー部材の両端で可動自在に遊支され、一対の
指圧用弾性体の押圧面が移動可能に対向することを特徴とする指圧具。
【請求項２】
　請求項１に記載の指圧具において、
　前記指圧用弾性体は、押圧面が円状または楕円状であることを特徴とする指圧具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身体の被指圧部位を傷めることなく容易に、且つ効果的に指圧する指圧具に
関する。
【背景技術】
【０００２】
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　指圧具は従来から各種存在しているが、例えば、器具使用者自身の加圧力を用いて身体
の経穴（いわゆる“つぼ”）その他の被指圧部位に所要の指圧力を加えるものが広く知ら
れている。このような従来技術の具体例として、例えば、特許文献１，２，３，４などが
開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３４６８５１号公報（図１）
【特許文献２】特開２００２－１０２３０６号公報（図１）
【特許文献３】特開２００２－１３６５５８号公報（図１）
【特許文献４】実用新案登録第３０８００９３号公報（第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した従来技術では、経穴にピンポイントの刺激を加えることを想定したものであり
、特許文献１の指圧子、特許文献２の押圧部、特許文献３の半卵型凸部、特許文献４の接
触部の先端がいずれも尖り先となって被指圧部位とは点接触または狭い面積による面接触
となっており、経穴の刺激以外の用途には適さないという問題があった。
　例えば、手指または足指の爪の根元部付近を挟んで刺激する爪もみマッサージ等に用い
ることは不可能であった。広い面状の押圧部により挟んで指圧できるような指圧具が必要
となっていた。
【０００５】
　また、従来技術のように尖り先では問題とならなかったが、広い面状の押圧部では被指
圧部位に対して押圧面が傾いて接触するおそれがあり、被指圧部位に偏った力を加えて被
指圧部位を傷め、最悪の場合には内出血に至るおそれもあった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、その目的は、指
先，掌というように多様な形状・厚さの被指圧部位に適合し、偏った力を加えることなく
加圧力を加えて指圧を行う指圧具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の請求項１に係る指圧具は、
　環状弾性体と、この環状弾性体の中央に配置され、かつ環状弾性体よりも柔らかい中心
弾性体と、を有し、環状弾性体および中心弾性体が同一面である面状の押圧面が形成され
る指圧用弾性体と、
　この指圧用弾性体が取り付けられる弾性体取付部と、
　レバー支軸を中心として略Ｘ字状で交差するように枢支された一対のレバー部材と、
　を備え、
　一対の弾性体取付部がそれぞれ一対のレバー部材の両端で可動自在に遊支され、一対の
指圧用弾性体の押圧面が移動可能に対向することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の請求項２に係る指圧具は、
　請求項１に記載の指圧具において、
　前記指圧用弾性体は、押圧面が円状または楕円状であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　以上のような本発明によれば、指先，掌というように多様な形状・厚さの被指圧部位に
適合し、偏った力を加えることなく加圧力を加えて指圧を行う指圧具を提供することがで
きる。
　また、本発明の指圧具を継続的に使用した結果、呼吸の安静化、血流の改善やリンパ球
の働き・ホルモン分泌力の活性化、睡眠の質や胃腸の消化吸収力の向上などが確認されて
いる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　続いて、本発明を実施するための最良の形態について図に基づき以下に説明する。図１
は本形態の指圧具の全体構成図である。図２は本形態の指圧具のＡ－Ａ線断面図である。
図３は指圧用弾性体の構成図である。図４は、本形態の指圧具が開いた状態を説明する説
明図である。
　指圧具１０は、図１で示すように、一対のレバー部材１，１、レバー支軸２、一対の握
持部３，３、一対の弾性体取付部４，４、一対の取付部支軸５，５、一対の指圧用弾性体
６，６を備える。
【００１１】
　レバー部材１は、握持側部材１ａと、指圧側部材１ｂとからなる緩やかなＳ字状に湾曲
した部材である。材質はステンレス等の金属である。
　そして一対のレバー部材１，１はレバー支軸２を中心として略Ｘ字状で交差するように
枢支される。これにより、やっとこ・ペンチ・プライヤーの如く開閉自在となる。閉じた
状態は図１、開いた状態は図４で示すようになる。
【００１２】
　レバー部材１の握持側部材１ａには、握持部３が設けられている。この握持部３はシリ
コーンゴムによるグリップである。このシリコーンゴムには、酸化チタンとトルマリンと
が含有され、マイナスイオンを発生させるようにする。一対の握持部３，３は一対のレバ
ー部材１，１の握持側部材１ａ，１ａにそれぞれ設けられる。
【００１３】
　一対の弾性体取付部４，４は、レバー部材１，１の指圧側部材１ｂ，１ｂに、取付部支
軸５，５により回動自在となるように軸支される。これら一対の弾性体取付部４，４は、
図４の矢印ａ方向に回動する。これらの弾性体取付部４，４には指圧用弾性体６，６が固
着されている。
　これら一対の弾性体取付部４，４、一対の取付部支軸５，５および一対の指圧用弾性体
６，６は、図２で示すような構造を有している。
【００１４】
　弾性体取付部４は、図２で示すように、略コ字状部材４ａ、取付ピン４ｂ、凹体４ｃを
備える。この略コ字状部材４ａと凹体４ｃとは取付ピン４ｂにより取付けられている。こ
の凹体４ｃの中に指圧用弾性体６が嵌め込まれて固着されている。さらに、レバー部材１
の指圧側部材１ｂに弾性体取付部４の略コ字状部材４ａが移動自在に嵌め込まれ、取付部
支軸５により軸支される。このような構造を採用したため、一対の弾性体取付部４，４が
それぞれ一対のレバー部材１，１の指圧側部材１ｂ，１ｂの両端で可動自在に遊支され、
一対の指圧用弾性体６，６の押圧面が移動可能に対向することとなる。
　なお、凹体４ｃ及び指圧用弾性体６は、取付ピン４ｂを中心として９０°回転するよう
に形成しても良い。
【００１５】
　これら一対の指圧用弾性体６，６は、図２，図３で示すように、平面状の押圧面が形成
される。この指圧用弾性体６，６は、環状弾性体６ａと、中心弾性体６ｂと、より構成さ
れる多層楕円体である。
　環状弾性体６ａは、中央に穴が形成されている。環状弾性体６ａの中央の穴には中心弾
性体６ｂが嵌挿されるため、中心弾性体６ｂの外形は穴と略一致する形状を有している。
なお、環状弾性体６ａの中央の穴は、図２，図３で示すような底のある有底穴ではなく、
貫通孔（図示せず）としても良い。
【００１６】
　また、環状弾性体６ａおよび中心弾性体６ｂは、例えば、硬質ゴムなどの弾性体である
が、中心弾性体６ｂは、環状弾性体６ａよりも柔らかくなるように材料が選択されている
。従来では、経穴をピンポイントで指圧する観点から、押圧部は尖り先となっていたが、
本形態では広い面積を揉むように指圧するため、広い面状の押圧面として形成される。な
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お、環状弾性体６ａおよび／または中心弾性体６ｂには、酸化チタンとトルマリンを含有
してマイナスイオンを発生させるようにする。
【００１７】
　続いて本形態の指圧具１０の使用について説明する。器具使用者は、図１で示す握持部
３に指を掛け、この指圧具１０を適宜開閉することとなる。閉じた状態は図１、開いた状
態は図４で示すようになる。
　そして、被指圧部位２０を指圧用弾性体６に挟み、適宜把持部３を操作して加圧するこ
とで指圧することとなる。
【００１８】
　ここで説明をより具体化するため被指圧部位２０（ツメの両側）が指先であるとして、
図を参照しつつ説明する。図５，図６は本形態の指圧具による被指圧部の指圧を説明する
説明図である。図５で示すように、被指圧部位（指先）２０が指圧用弾性体６の押圧面の
一部に接触すると、取付部支軸５により回転自在となっている弾性体取付部４が回転して
、最終的に図６で示すように指圧用弾性体６の押圧面のほぼ全面が被指圧部位２０に接触
する。
　このように指や手の形状や、厚さに合わせて一番効果がある角度となるように、指圧用
弾性体６の角度が加圧時に自動的に調整され、最適な加圧力を加えることができる。
【００１９】
　さらに、指圧用弾性体６の押圧面全面が被指圧部位２０である指先に接触し、加圧力が
分散される。特に力が加わりやすい押圧面中央では柔らかい中心弾性体６ｂが配置されて
おり、中央部で加圧力が集中するような事態を防ぎ、指圧用弾性体６の押圧面の全面でほ
ぼ均等した加圧力を加えることができ、被指圧部位２０の角部など特定箇所に当接し、過
剰な加圧力により被指圧部位２０を傷めて内出血するようなおそれはない。
　ちなみに、最も効果的な使用方法としては、少し痛い程度の加圧力を被指圧部位２０に
１０～２０秒程度加える動作を一日に３～４回繰り返すことが望ましい。
【００２０】
　続いて、本発明の他の形態について説明する。図７は他の指圧用弾性体の構成図であり
、図７（ａ）は単体楕円体、図７（ｂ）は多層円柱体、図７（ｃ）は単体円柱体である。
　本形態では図３で示すように指圧用弾性体６の押圧面が楕円形状であって、環状弾性体
６ａおよび中心弾性体６ｂの多層構造である多層楕円体であるとして説明したが、多層楕
円体に限定する趣旨ではなく、例えば、図７（ａ）で示すように、単体楕円体の指圧用弾
性体６としても良い。このような形態でも加圧することが可能である。また、図７（ｂ）
で示すように、多層円柱体の指圧用弾性体６としても良い。このような形態でも加圧する
ことが可能である。また、図７（ｃ）で示すように、単体円柱体の指圧用弾性体６として
も良い。このような形態でも加圧することが可能である。
　これら指圧用弾性体６の形状は適宜選択されるが、加圧面が広く、また、多重構造で加
圧力が分散されるように配慮した図３の多層楕円体の指圧用弾性体６が好ましい。
【００２１】
　以上本形態の指圧具について説明した。このような指圧具によれば、指先，掌というよ
うに多様な形状・厚さの被指圧部位に適合し、偏った力を加えることなく加圧力を加えて
指圧を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明を実施するための最良の形態の指圧具の全体構成図である。
【図２】本発明を実施するための最良の形態の指圧具のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】指圧用弾性体の構成図である。
【図４】本発明を実施するための最良の形態の指圧具が開いた状態を説明する説明図であ
る。
【図５】本発明を実施するための最良の形態の指圧具による被指圧部の指圧を説明する説
明図である。
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【図６】本発明を実施するための最良の形態の指圧具による被指圧部の指圧を説明する説
明図である。
【図７】他の指圧用弾性体の構成図であり、図７（ａ）は単体楕円体、図７（ｂ）は多層
円柱体、図７（ｃ）は単体円柱体である。
【符号の説明】
【００２３】
１０：指圧具
１：レバー部材
１ａ：握持側部材
１ｂ：指圧側部材
２：レバー支軸
３：握持部
４：弾性体取付部
４ａ：略コ字状部材
４ｂ：取付けピン
４ｃ：凹体
５：取付部支軸
６：指圧用弾性体
６ａ：環状弾性体
６ｂ：中心弾性体
２０：被指圧部位

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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